
参考資料１

地方公共団体における
総合評価方式の導入・実施状況について

平 成 ２ １ 年 ４ 月 ２ 日
国 土 交 通 省



地方公共団体における総合評価方式の導入状況（平成２０年度入札契約適正化調査より）

○都道府県、政令市においては、全ての団体において総合評価方式を導入済み。
○市区町村においては、導入率が平成１９年度の４３９団体（２４．３％）から平成２０年度は７６１団体（４２．４％）に増加しているが、一
般競争入札の導入状況と比較すると不十分な状況。

市区町村における
総合評価方式の導入状況の推移
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地方公共団体における
総合評価方式実施件数の推移
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地方公共団体における総合評価方式の実施状況（平成２０年度入札契約適正化調査より）

○地方公共団体における総合評価方式の実施件数は着実に増加。
○都道府県における実施件数は、１００件以下が２９団体（６１．７％）と多くを占めており、更なる拡大が必要。長野県、宮城県は４００
件以上実施。
政令指定都市は全て１００件以下となっており、同様の対応が必要。
○平成２０年度において、都道府県の３９団体（８３．０％）、指定都市の１６団体（９４．１％）、市町村の３２６団体（４２．８％）において総
合評価方式の導入目標を設定。総合評価方式の対象金額を都道府県の３０団体（６３．８％）、政令市の８団体（４７．１％）において
平成２０年度に新たに設定又は引き下げ。

総合評価方式実施件数（都道府県）
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地方公共団体における主な取組みについて（１）

（山形県）
○ 設計金額１０００万円を超える工事の５割、３００件以上を目標に拡充（２１年４月予定）。将来的
には全ての対象工事に適用することを目標に設定。

（福島県）・（鳥取県）・（高知市）
○ ３０００万円以上の工事について、総合評価方式を実施（２１年４月予定）。
（宮崎県）
○ 本店所在地、地元貢献等をもとに評価する「地域企業育成型入札制度」の導入（２１年１月）。

総合評価方式の拡充

（長崎県）
○ 最低制限価格について、設計価格が２億円以下は、一律設計金額の９０．０％、同５億円の場
合は、８９．５％、同１０億円の場合は、８８．９％に引き上げ（２１年２月）。

（佐賀県）
○ 低入札価格調査基準価格を９０％程度に引き上げ（２１年４月予定）。
（宮崎県）
○ 最低制限価格を現行の８０～８５％を８５～９０％に引き上げ（２１年４月予定）。
（新潟県）
○ 最低制限価格の下限値を２／３以上から８０％台に引き上げ、調査基準価格についても失格基
準の引き上げにより７割台の落札が不可能（２１年４月予定）。

（さいたま市）
○ 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格について引き上げるとともに、上限の８５％を撤廃
（２１年２月）。

最低制限価格等の見直し

２０年１２月以降の主な取組み（報道ベース）を掲載。括弧内は実施時期。
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地方公共団体における主な取組みについて（２）

（北海道）
○ 予定価格の事後公表を全面的に実施（２０年１２月）。
（福島県）
○ 予定価格を原則事後公表（２１年４月予定）。
（和歌山県）
○ １億円以上の工事について予定価格を事後公表（２０年１２月）。
（沖縄県）
○ ５０００万円以上の土木・建築工事と２５００万円以上の管・電気・舗装工事で設計金額の事前公
表を取りやめ（２０年１月）。

（鹿児島県）
○ 予定価格の事後公表の対象を５億円以上から１億円以上の工事に引下げ（２１年４月予定）。
（山形県）
○ 予定価格の事前公表について、原則５０００万円以上は事後公表を実施（２１年４月予定）。

予定価格等の事前公表の取りやめ

（長野県）
○ 予定価格３０００万円未満の工事について、地域要件を従来４ブロックであったものを、原則とし
て１０ブロックの事務所管内とするなど、地域要件を細分化（２１年１月）。

（和歌山県）
○ １億円以上の工事について低入札価格調査に加え、積算根拠の妥当性等を厳格に審査（２１
年１２月）。

（北海道）
○ 調査基準価格及び最低制限価格を上回る水準に設定される監督強化価格を下回る金額で契
約した工事で実施している重点的な監督業務の実施要領を策定（２１年１月）。

その他の取組み

２０年１２月以降の主な取組み（報道ベース）を掲載。括弧内は実施時期。
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市町村における総合評価方式の導入のための都道府県による支援市町村における総合評価方式の導入のための都道府県による支援

１ 都道府県の第三者機関の活用

市町村が、落札者を決定する基準（総合評価の評価項目、配点等）を
定める際の意見聴取について、都道府県が設置している第三者機関を
活用

２ 都道府県の技術職員の市町村への派遣

都道府県の技術職員や都道府県の技術センターの技術職員を市町村へ
派遣すること等により、市町村の総合評価方式の実施体制を補完

３ 総合評価実施要領のひな形の情報提供

総合評価実施要領のひな形を都道府県が作成し、市町村に提供するこ
とにより、市町村における総合評価実施要領の策定を支援

総合評価方式を導入する市町村をモデル的に支援
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